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（趣旨）

第１条 この規則は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。），建

築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「政令」という。），建築基準法施行

規則（昭和２５年建設省令第４０号。以下「省令」という。）及び建築物等の制限に関す

る条例（昭和２６年岡山県条例第１０号。以下「県条例」という。）の施行について必要

な事項を定めるものとする。

（建築主事の設置）

第１条の２ 法第４条第２項の規定により，本市に建築主事を置く。

（申請，報告及び届出者の資格）

第２条 法，政令，省令，県条例又はこの規則により，特定行政庁である市長（以下「市長」

という。），建築主事又は指定確認検査機関に申請，報告又は届出をしようとする者（以
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下「申請者等」という。）が未成年者であるときはその法定代理人が，成年被後見人であ

るときはその成年後見人が，被保佐人であるときはその保佐人が連署しなければならない。

２ 申請者等が法人である場合は，その名称，事務所の所在地及び代表者の氏名を記載しな

ければならない。

３ 建築士又は建築代理者が申請者等に代わって，法，政令，省令，県条例又はこの規則に

より申請又は届出をしようとするときは，当該申請書又は届出書に当該申請者等の委任状

を添付しなければならない。

（確認申請書の添付図書等）

第３条 法第６条第１項（法第８７条第１項，法第８７条の４又は法第８８条第１項若しく

は第２項において準用する場合を含む。）の規定による確認の申請書（以下「確認申請書」

という。）には，省令で定めるもののほか，次に掲げる図書又は書面を添付しなければな

らない。

（１） 法の規定に基づく許可又は認定を受けた建築物を建築する場合 当該許可又は認

定の通知書の写し並びに申請書に添えた配置図及び各階平面図の写し

（２） 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供し，又はこれらの用途を伴う建築

物を建築する場合 工場調書（様式第１号）

（３） 政令第１３７条の２から第１３７条の１２まで又は第１３７条の１６（第２号に

限る。）に規定する範囲内において既存の建築物（法第８６条の７第２項に規定する場

合においては，同項の当該増築等をする独立部分に限る。）を増築し，改築し，移転し，

又は大規模の修繕若しくは模様替えをする場合 既存不適格調書（様式第２号）

（４） 法第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。）

の規定により政令第１３０条の２の３に規定する規模の範囲内において建築物を新築

し，増築し，又は用途を変更する場合 不適格特殊建築物調書（様式第３号）

（５） 法第３９条第２項，第４０条，第４３条第３項，第４３条の２，第４９条から第

５０条まで，第６８条の２第１項若しくは第６８条の９第１項（法第８７条第２項又は

第３項において準用する場合を含む。）又は第６８条の９第２項の規定が適用される建

築物を建築する場合 当該規定に適合しているものであることを証する書面

（６） その他建築主事が必要と認める図書

（完了検査申請書の添付図書等）

第４条 法第７条第１項（法第８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２項において準

用する場合を含む。）の規定による検査の申請書を提出する場合であって，省令第４条第
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１項第５号の軽微な変更により省令第１条の３第２号の建築計画概要書の内容に変更が

生じたときは，省令で定めるもののほか，建築計画概要書の内容の変更を記載した図書及

び軽微変更届（様式第４号）を市長に提出しなければならない。

第５条 削除

（許可申請の添付図書等）

第６条 法第４３条第２項第２号，法第４４条第１項第２号若しくは第４号，法第４７条た

だし書，法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，第３項ただし書，第４項ただし書，

第５項ただし書，第６項ただし書，第７項ただし書，第８項ただし書，第９項ただし書，

第１０項ただし書，第１１項ただし書，第１２項ただし書，第１３項ただし書若しくは第

１４項ただし書（法第８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。），法第５

１条ただし書（法第８７条第２項又は第３項において準用する場合を含む。），法第５２

条第１０項，第１１項若しくは第１４項，法第５３条第６項第３号，法第５３条の２第１

項第３号若しくは第４号（法第５７条の５第３項において準用する場合を含む。），法第

５５条第３項各号，法第５６条の２第１項ただし書，法第５７条の４第１項ただし書，法

第５９条第１項第３号若しくは第４項，法第５９条の２第１項，法第６０条の２第１項第

３号，法第６７条第３項第２号，第５項第２号若しくは第９項第２号，法第６８条第１項

第２号，第２項第２号若しくは第３項第２号，法第６８条の３第４項，法第６８条の５の

３第２項，法第６８条の７第５項，法第８５条第３項，第５項若しくは第６項又は法第８

７条の３第３項，第５項若しくは第６項の規定による許可を申請しようとする者は，申請

書の正本及び副本に，それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければな

らない。

（１） 次の表に掲げる図書

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位，道路及び目標となる地物

配置図 縮尺，方位，申請区域の境界線，敷地境界線，敷地内の建築

物の用途，延べ面積，位置及び構造並びに出入口の位置，申

請に係る建築物と他の建築物との別，擁壁の位置，土地の高

低，建築物の各部分の高さ，敷地の周囲の通路その他の空地

の配置（通路にあっては，位置及び幅員）並びに敷地に接す

る道路の位置及び幅員

各階平面図 縮尺，方位，間取り，各室の用途，開口部及び防火戸の位置
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（２） 法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，第３項ただし書，第４項ただし書，

第５項ただし書又は第６項ただし書の規定による許可のうち，工場又は作業場の用途に

供する建築物に係る許可を申請しようとする者にあっては，工場調書（様式第１号）

（３） 法第５５条第３項各号，法第６８条の３第４項又は法第６８条の５の３第２項の

規定による許可を申請しようとする者にあっては，追加調書（様式第６号）

（４） 法第５６条の２第１項ただし書，法第６８条の３第４項又は法第６８条の５の３

第２項の規定による許可を申請しようとする者にあっては，次の表に掲げる図書

（５） その他市長が特に必要と認める図書又は書面

２ 法第５３条第４項又は第５項の規定による許可を申請しようとする者は，申請書の正本

及び副本に，それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

（１） 次の表に掲げる図書

並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

２面以上の立面図 縮尺，開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及

び軒裏の構造

２面以上の断面図 縮尺，床の高さ，各階の天井の高さ，軒及びひさしの出並び

に軒の高さ及び建築物の高さ

図書の種類 明示すべき事項

日影図 縮尺，方位，敷地境界線，敷地内における建築物の位置，建

築物の各部分の平均地盤面からの高さ，法第５６条の２第１

項の水平面（以下この表において「水平面」という。）上の

敷地境界線から水平距離５メートル及び１０メートルの線

（以下この表において「測定線」という。），建築物が冬至

日の真太陽時による午前８時から１時間ごとに午後４時まで

の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬

至日の真太陽時による午前８時から午後４時までの間に測定

線上の主要な点に生じさせる日影時間若しくは水平面に生じ

させる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位，道路及び目標となる地物

配置図 縮尺，方位，敷地境界線，壁面線又は法第５３条第４項又は
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（２） 許可を受けようとする建築物の敷地の地籍図の写し

（３） 許可を受けようとする建築物の敷地の登記事項証明書

（４） その他市長が特に必要と認める図書又は書面

３ 法第８８条第２項の規定において準用する法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，

第３項ただし書，第４項ただし書，第５項ただし書，第６項ただし書，第７項ただし書，

第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項ただし書，第１１項ただし書，第１２項ただ

し書，第１３項ただし書若しくは第１４項ただし書，法第５１条ただし書又は法第８７条

第２項（法第４８条第１項ただし書，第２項ただし書，第３項ただし書，第４項ただし書，

第５項ただし書，第６項ただし書，第７項ただし書，第８項ただし書，第９項ただし書，

第１０項ただし書，第１１項ただし書，第１２項ただし書，第１３項ただし書若しくは第

１４項ただし書又は法第５１条ただし書に係る部分に限る。）若しくは第３項（法第４８

条第１項ただし書，第２項ただし書，第３項ただし書，第４項ただし書，第５項ただし書，

第６項ただし書，第７項ただし書，第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項ただし書，

第１１項ただし書，第１２項ただし書，第１３項ただし書若しくは第１４項ただし書又は

法第５１条ただし書に係る部分に限る。）の規定による許可を申請しようとする者は，申

請書の正本及び副本に，それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければ

ならない。

（１） 次の表に掲げる図書

第５項第２号若しくは第３号に規定する壁面の位置の制限と

して定められた限度の線（以下この表において「壁面線等」

という。）の位置及び建築物と壁面線等との距離，敷地内に

おける建築物の位置，用途，構造及び階数，門又は塀の位置，

高さ及び材料，敷地に接する道路の位置及び幅員又は敷地周

囲の通路及び空地の配置並びに緑地の配置状況

各階平面図 縮尺，方位，間取り，各室の用途及び面積，主要部分の寸法

並びにひさしの出及び幅

２面以上の立面図 縮尺，建築物の高さ，開口部の位置及び寸法，外壁，軒裏及

びひさしの構造及び仕上げの材料，壁面線等の位置並びに建

築物と壁面線等との距離

２面以上の断面図 縮尺，床の高さ，各階の天井の高さ，軒及びひさしの出，軒

及び建築物の高さ並びに内壁及び天井の仕上げの材料
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（２） その他市長が特に必要と認める図書又は書面

（認定申請の添付図書等）

第７条 法第４３条第２項第１号，法第４４条第１項第３号，法第５５条第２項，法第５７

条第１項，法第６８条第５項，法第６８条の３第１項から第３項まで若しくは第７項，法

第６８条の４，法第６８条の５の２，法第６８条の５の５第１項若しくは第２項，法第６

８条の５の６，法第８６条の６第２項，政令第１３１条の２第２項若しくは第３項又は政

令第１３７条の１６第２号の規定による認定を申請しようとする者は，申請書の正本及び

副本に，それぞれ次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。

（１） 次の表に掲げる図書

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位，道路及び目標となる地物

配置図 縮尺，方位，申請区域の境界線，敷地境界線，敷地内の製造

施設，貯蔵施設及び遊戯施設等の用途，位置及び構造，建築

物との別，擁壁の位置，土地の高低，敷地の周囲の通路その

他の空地の配置（通路にあっては，位置及び幅員）並びに敷

地に接する道路の位置及び幅員

主要平面図 縮尺，方位及び主要部分の構造

主要立面図 縮尺及び主要な寸法

主要断面図 縮尺，主要な寸法及び高さ

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位，道路及び目標となる地物

配置図 縮尺，方位，申請区域の境界線，敷地境界線，敷地内の建築

物の用途，延べ面積，位置及び構造並びに出入口の位置，申

請に係る建築物と他の建築物との別，擁壁の位置，土地の高

低，建築物の各部分の高さ，敷地の周囲の通路その他の空地

の配置（通路にあっては，位置及び幅員）並びに敷地に接す

る道路の位置及び幅員

各階平面図 縮尺，方位，間取り，各室の用途，開口部及び防火戸の位置

並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造

２面以上の立面図 縮尺，開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及

び軒裏の構造
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（２） 法第４３条第２項第１号の規定による申請をしようとする者（当該認定に係る道

が省令第１０条の３第１項第２号に掲げる基準に適合する場合において申請しようと

する者に限る。）にあっては，敷地等と道路との関係における特例認定に係る道に関す

る権利者及び管理者の一覧（様式第７号），権利者の承諾書（様式第７号の２）及び管

理者の承諾書（様式第７号の３）

（３） 法第６８条の５の５第２項の規定による認定を申請しようとする者にあっては，

次の表に掲げる図書

（４） 法第４３条第２項第１号，法第４４条第１項第３号，法第５５条第２項，法第５

７条第１項，法第６８条の３第１項から第３項まで若しくは第７項，法第６８条の４，

法第６８条の５の２，法第６８条の５の５第１項若しくは第２項，法第６８条の５の６

又は政令第１３１条の２第２項若しくは第３項の規定による認定を申請しようとする

者にあっては，追加調書（様式第６号）

（５） 政令第１３１条の２第２項又は第３項の規定による認定を申請しようとする者に

あっては，市長の意見書及び計画道路又は予定道路と敷地と周辺土地と建築物の高さと

の関係を示した図書

（６） 政令第１３７条の１６第２号の規定による認定を申請しようとする者にあっては，

既存不適格調書（様式第２号）

（７） その他市長が特に必要と認める図書又は書面

２面以上の断面図 縮尺，床の高さ，各階の天井の高さ，軒及びひさしの出並び

に軒の高さ及び建築物の高さ

図書の種類 明示すべき事項

日影図 縮尺，方位，敷地境界線，敷地内における建築物の位置，建

築物の各部分の平均地盤面からの高さ，法第５６条の２第１

項の水平面（以下この表において「水平面」という。）上の

敷地境界線から５メートル及び１０メートルの線（以下この

表において「測定線」という。），建築物が冬至日の真太陽

時による午前８時から１時間ごとに午後４時までの各時刻に

水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太

陽時による午前８時から午後４時までの間に測定線上の主要

な点に生じさせる日影時間若しくは水平面に生じさせる日影

時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線
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２ 法第８６条の８第１項の規定による認定を申請しようとする者は，当該全体計画が法第

６条の３第１項に規定する確認審査を要するものであるときは，省令第１０条の２３第１

項から第５項までに規定する図書及び書類のほか適合判定通知書又はその写しを添えて，

市長に提出するものとする。

（許可事項等の変更）

第８条 第６条又は前条に規定する申請により許可又は認定を受けた者は，当該許可又は認

定を受けた事項を変更しようとするときは，当該許可又は認定の旨の通知書を添えて，第

６条又は前条の規定に準じて，改めて許可又は認定を申請しなければならない。ただし，

市長が別に定める軽微な変更の場合は，この限りでない。

第９条 削除

（敷地面積の規模の緩和）

第１０条 政令第１３６条第３項ただし書の規定により，市長が同項の表（ろ）欄に掲げる

数値によることが不適当であると認めて定める敷地面積の規模は，近隣商業地域又は商業

地域にあっては，５００平方メートルとする。

（名義変更等）

第１１条 建築主は，法第６条第１項（法第８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２

項において準用する場合を含む。）又は法第６条の２第１項（法第８７条の４又は法第８

８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の規定により確認済証の交付

を受けた建築物，建築設備又は工作物について，当該工事を完了する前に次の各号のいず

れかに該当する変更等があったときは，名義変更等届（様式第１２号）を建築主事又は指

定確認検査機関に提出しなければならない。

（１） 建築主の変更

（２） 建築主の住所又は氏名の変更

（３） 工事監理者の決定又は変更

（４） 工事監理者の住所又は氏名の変更

（５） 工事施工者の決定又は変更

（６） 工事施工者の住所又は氏名の変更

２ 前項第３号に係る届出において，工事監理者が建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

第２条に規定する一級建築士，二級建築士又は木造建築士である場合にあっては，同法第

５条第２項の規定による免許証の写しを添付しなければならない。
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３ 指定確認検査機関は，第１項の規定による届出があったときは，その旨を市長に報告し

なければならない。

（取りやめ届等）

第１２条 法第６条第１項（法第８７条第１項，法第８７条の４又は法第８８条第１項若し

くは第２項において準用する場合を含む。）又は法第６条の２第１項（法第８７条第１項，

法第８７条の４又は法第８８条第１項若しくは第２項において準用する場合を含む。）の

規定による確認を受けた者は，当該確認を受けた建築物，建築設備又は工作物の工事を取

りやめたときは，遅滞なく工事取りやめ届（様式第１３号）に確認済証を添えて建築主事

又は指定確認検査機関に提出しなければならない。

２ 指定確認検査機関は，前項の工事取りやめ届の提出を受けたときは，その旨を市長に報

告しなければならない。

３ 法，政令，省令又はこの規則により申請をした者は，当該申請に係る確認，許可等の処

分を受ける前に当該申請を取り下げるときは，申請取下届（様式第１４号）を市長又は建

築主事に提出しなければならない。

（特定建築物の指定及び定期調査報告）

第１３条 法第１２条第１項の規定により市長が指定する特定建築物は，次の各号に掲げる

建築物とする。

（１） 劇場，映画館又は演芸場の用途に供する建築物で，その用途に供する床面積の合

計が２００平方メートルを超えるもの

（２） 観覧場，公会堂又は集会場の用途に供する建築物で，その用途に供する床面積の

合計が５００平方メートル（屋外観覧席にあっては１，０００平方メートル）を超える

もの

（３） 病院，診療所（患者の収容施設があるものに限る。），旅館又はホテルの用途に

供する建築物で，その用途に供する部分の床面積の合計が６００平方メートルを超える

もの又は３階以上の階をその用途に供するもの

（４） 児童福祉施設等（助産施設，保育所，老人福祉施設，有料老人ホーム等をいう。）

の用途に供する建築物で，その用途に供する部分の床面積の合計が６００平方メートル

を超えるもの又は３階以上の階をその用途に供するもの

（５） 百貨店，マーケット，展示場，キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，ダ

ンスホール，遊技場，公衆浴場（個室付浴場業に限る。），待合，料理店，飲食店又は

物品販売業を営む店舗（床面積が１０平方メートル以内のものを除く。）の用途に供す
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る建築物で，階数が３以上で，かつ，その用途に供する部分の床面積の合計が５００平

方メートルを超えるもの又はその用途に供する部分の床面積の合計が１，０００平方メ

ートルを超えるもの

（６） 地下街の用途に供する建築物で，その用途に供する部分の床面積の合計が１，５

００平方メートルを超えるもの

２ 省令第５条第４項の規則で定める書類は，次の表に掲げる図書とする。

３ 省令第５条第１項の規定により市長が定める報告の時期は，次の各号に掲げる建築物の

区分に応じ，それぞれ当該各号に定める時期とする。

（１） 政令第１６条第１項第１号から第３号までに掲げる建築物（次号に掲げるものを

除く。） 平成２９年及び同年以後３年ごとの年の４月１日から１２月３１日まで

（２） 政令第１６条第１項第３号に掲げる建築物（旅館又はホテルの用途に供するもの

を除く。） 平成３０年及び同年以後３年ごとの年の４月１日から１２月３１日まで

（３） 政令第１６条第１項第４号及び第５号に掲げる建築物 平成２８年及び同年以後

３年ごとの年の４月１日から１２月３１日まで

（４） 第１項第１号から第３号までに掲げる建築物 平成２３年以後３年ごとの年の４

月１日から１２月３１日まで

（５） 第１項第４号に掲げる建築物 平成２４年以後３年ごとの年の４月１日から１２

月３１日まで

（６） 第１項第５号及び第６号に掲げる建築物 平成２５年以後３年ごとの年の４月１

日から１２月３１日まで

（特定建築設備等及び工作物の定期検査報告）

図書の種類 明示すべき事項

付近見取図 方位，道路及び目標となる地物

配置図 縮尺，方位，敷地境界線，敷地内の建築物の用途，位置及び構造（耐火・

準耐火建築物の別を含む。），延焼のおそれのある部分，報告に係る建築

物と他の建築物との別並びに敷地に接する道路の位置及び幅員

各階平面図 縮尺，方位，間取り，各室の用途，延焼のおそれのある部分，防火設備の

位置，調査において指摘のあった箇所（特記すべき事項を含む。）並びに

省令第５条第３項に規定する報告書及び定期調査報告概要書に添えた写真

を撮影した位置

その他 その他市長が特に必要と認める書類
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第１４条 法第１２条第３項の規定により市長が指定する特定建築設備等は，前条第１項各

号に掲げる建築物に設ける，随時閉鎖し，又は作動することができる防火設備（防火ダン

パーを除く。）とする。

２ 省令第６条第１項及び第６条の２の２第１項の規定により市長が定める報告の時期は，

毎年４月１日から翌年の３月３１日までとし，かつ，前回報告した日から１年を超えない

日とする。

（道路の指定申請書等）

第１４条の２ 法第４２条第１項第４号に規定する道路の指定を申請しようとする者は，建

築基準法第４２条第１項第４号による道路の指定申請書（様式第１５号）の正本及び副本

に，次の表に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

２ 市長は，前項の規定による申請に対し道路の指定の決定をしたときは，建築基準法第４

２条第１項第４号による道路の指定通知書（様式第１６号）を申請者に交付するものとす

る。

（道路の位置の指定申請書等）

第１５条 法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定又はその変更若しくは廃

止を申請しようとする者は，道路位置指定（変更・廃止）申請書（様式第１７号）に築造

承諾書（様式第１８号）その他市長が必要と認める図書を添えて市長に提出しなければな

らない。

２ 前項の承諾書には，道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止につき承諾した者の印

鑑証明書を添えなければならない。

３ 市長は，第１項の規定による申請に対し道路の位置の指定又はその変更若しくは廃止の

決定をしたときは，道路位置指定（変更・廃止）通知書（様式第１９号）を申請者に交付

するものとする。

（道路に関する事業の施行区域内における指定道路の廃止）

第１５条の２ 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条の規定による供用開始がなさ

れた道路の区域内に存在する指定道路（前条第３項の規定により道路の位置の指定を受け

図書の種類 明示すべき事項

平面図 全体の延長が明記された都市計画図（２，５００分の１）及びA３サイズに

分割された平面図（５００分の１程度）

その他 その他市長が特に必要と認める書類
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た道路をいう。以下同じ。）は，当該区域内に存在する部分に限り，前条の規定にかかわ

らず，廃止されたものとみなす。

２ 市長は，前項の規定によりその全部又は一部が廃止された指定道路に係る残存部分で，

特に必要がないと認めるものについては，前条の規定にかかわらず，廃止することができ

る。

３ 市長は，第１項の規定により指定道路の全部又は一部が廃止されたとみなされた場合，

又は前項の規定により指定道路の全部又は一部を廃止した場合は，その旨を公告しなけれ

ばならない。

（し尿浄化槽の設置に係る区域の指定）

第１６条 政令第３２条第１項の規定により市長が衛生上特に支障があると認めて指定す

る区域は，津山市の全域とする。ただし，下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第

１項の規定により定められた事業計画において，法第６条第１項の確認の申請の日から２

年以内に下水道法第２条第８号に規定する処理区域に予定されている区域は，除くものと

する。

（道路とみなす道）

第１７条 法第４２条第２項の規定により市長が指定する道は，幅員４メートル（法第４２

条第１項の規定により指定された区域内においては，６メートル）未満１．８メートル以

上の道とする。

（角地等の指定）

第１８条 法第５３条第３項第２号の規定により市長が指定する敷地は，次の各号のいずれ

かに該当する場合とする。

（１） 街区の角にある敷地（内角１２０度以内で交わる角地をいう。）で，道路（現に

幅員がそれぞれ４メートル以上のものをいう。以下この条において同じ。）の幅員の合

計が１２メートル以上あり，かつ，当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの３

分の１以上あるもの

（２） ２以上の道路に接する敷地（街区の角にあるものを除く。）で，道路の幅員の合

計が１２メートル以上あり，かつ，当該道路に接する長さの合計がその周囲の長さの３

分の１以上あるもの

（３） 直接又は道路を隔てて公園，広場，緑地，河川，沼沢又はこれらに類するものに

接する敷地で，前２号に準ずると認められるもの

（道路面と敷地の地盤面とに著しく高低差がある場合）
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第１９条 政令第１３５条の２第２項の規定により，建築物の敷地の地盤面と前面道路との

高低差が３メートルを超え，かつ，土地の状況その他により安全上支障がない場合におい

ては，その前面道路は敷地の地盤面と前面道路との高低差から２メートルを減じたものだ

け高い位置にあるものとみなす。

（垂直積雪量）

第２０条 政令第８６条第３項の規定により市長が定める垂直積雪量は，次の表の左欄に掲

げる区域の区分に応じて，同表の右欄に掲げる数式により計算した数値とする。

この表において，d及びhは，それぞれ次の数値を表すものとする。

（d 垂直積雪量（単位 メートル）

h 建築物の建築場所の標高（単位 メートル））

（工事監理状況の報告）

区域 数式

加茂町物見，加茂町河井，加茂町山下，加茂町知和，加

茂町青 ，加茂町塔中，加茂町小中原，加茂町齋野谷，

加茂町戸賀，加茂町黒木，加茂町倉見，加茂町宇野，加

茂町原口，加茂町行重，加茂町楢井，加茂町百々，加茂

町中原，加茂町成安，加茂町下津川，加茂町公郷，加茂

町桑原，加茂町小渕

d＝（h－２３５）×０．００３６＋

０．８２

阿波 d＝（h－４２４）×０．００３６＋

２．１１

新野東，西上，西中，西下，新野山形，日本原，市場，

大岩，大吉，奥津川，上村，中村，杉宮，坂上，原，安

井，上野田，下野田

d＝（h－１７２）×０．０００４＋

０．４０

坪井上，坪井下，中北上，宮部上，宮部下，中北下，南

方中，一色，神代，久米川南，領家，宮尾，くめ，戸脇，

桑下，桑上，福田下，八社，油木下，油木上，油木北，

里公文，里公文上

d＝（h－１２９）×０．０００４＋

０．５０

上記に掲げる区域以外 d＝（h－１００）×０．０００４＋

０．４０
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第２１条 工事監理者は，法第１２条第５項の規定により建築主事から建築物に関する工事

監理の状況に関して報告を求められたときは，工事監理状況報告書（様式第２０号）を提

出しなければならない。

（一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の申請の添付図書等）

第２１条の２ 法第８６条第１項から第４項までの規定による認定又は許可を申請しよう

とする者は，申請書の正本及び副本に，それぞれ省令第１０条の１６第１項第１号から第

３号までに掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて，市長に提出しなければな

らない。

（１） 対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の一覧（様式第２１号）

（２） 対象区域内の土地の登記事項証明書

（３） 対象区域内の土地の公図の写し

（４） 対象区域面積求積図

（５） その他市長が特に必要と認める図書

２ 省令第１０条の１６第１項第３号又は同条第３項第２号に規定する同意を得たことを

証する書面の様式は，申請同意書（様式第２２号）によるものとし，同意した者の印鑑証

明書を添えるものとする。

３ 法第８６条の２第１項から第３項までの規定による認定又は許可を申請しようとする

者は，申請書の正本及び副本に，それぞれ省令第１０条の１６第２項第１号及び第２号又

は同条第３項第１号及び第２号に掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて，市

長に提出しなければならない。

（１） 対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の一覧（様式第２１号）

（２） 公告対象区域内の土地の登記事項証明書

（３） 公告対象区域内の土地の公図の写し

（４） 公告対象区域面積求積図

（５） その他市長が特に必要と認める図書

４ 省令第１０条の１６第２項第２号に規定する当該申請に係る建築物の計画に関する説

明のために講じた措置を記載した書面の様式は，措置書（様式第２３号）による。

（一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る認定又は許可の取消申請の添付図書

等）

第２１条の３ 法第８６条の５第２項又は第３項の規定による認定又は許可の取消しを申

請しようとする者は，申請書の正本及び副本に，それぞれ省令第１０条の２１第１項第１
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号及び第２号に掲げるもののほか次に掲げる図書又は書面を添えて，市長に提出しなけれ

ばならない。

（１） 対象区域内の土地について所有権又は借地権を有する者の一覧（様式第２１号）

（２） 公告対象区域内の土地の登記事項証明書

（３） 公告対象区域内の土地の公図の写し

（４） 公告対象区域面積求積図

（５） その他市長が特に必要と認める図書

２ 省令第１０条の２１第１項第２号に規定する全員の合意を得たことを証する書面の様

式は，申請合意書（様式第２４号）によるものとし，合意した者の印鑑証明書を添えるも

のとする。

（法第２２条の指定区域）

第２２条 法第２２条の規定により指定する区域は，津山市の区域のうち都市計画区域内

（防火地域及び準防火地域を除く。）とする。

（建築物の後退距離の算定の特例）

第２３条 政令第１３０条の１２第５号の規定により市長が定める建築物の部分は，法第４

４条第１項第４号の規定による許可を受けた公共用歩廊その他の建築物に接続する部分

とする。

（その他）

第２４条 この規則に定めるもののほか，法，政令，省令及び県条例の施行に関し必要な事

項は，市長が別に定める。

付 則

１ この規則は，公布の日から施行する。

２ この規則の施行の際，現に岡山県建築基準法施行細則（昭和４８年岡山県規則第６６号）

の規定により岡山県知事又は岡山県の機関に対してなされている申請その他の行為で，こ

の規則の施行日以後において津山市長又は津山市の機関が執行することとなるものは，同

日以後においては，津山市長又は津山市の機関に対してなされている申請その他の行為と

みなす。

付 則（平成１１年７月１日規則第２８号）

（施行期日）

１ この規則は，公布の日から施行する。

（経過措置）
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２ この規則による改正後の津山市建築基準法施行細則の規定は，この規則の施行の日以後

にあった申請その他の行為から適用し，同日前にあった申請その他の行為については，な

お従前の例による。

３ この規則の施行の際，この規則による改正前の津山市建築基準法施行細則に定める様式

により作成された用紙のあるときは，この規則の規定にかかわらず，当分の間，所要の調

整をして使用することができる。

付 則（平成１２年３月３１日規則第１６号）

この規則は，平成１２年４月１日から施行する。

付 則（平成１２年１２月２１日規則第４６号）

この規則は，公布の日から施行する。ただし，第１３条第２項，第１４条第３項及び様式

第１６号の改正規定は，平成１３年１月６日から施行する。

付 則（平成１５年４月１日規則第２０号）

（施行期日）

１ この規則は，公布の日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の際，この規則による改正前の津山市建築基準法施行細則に定める様式

により作成された用紙のあるときは，この規則の規定にかかわらず，当分の間，所用の調

整をして使用することができる。

付 則（平成１６年３月３１日規則第１０号）

（施行期日）

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の津山市建築基準法施行細則第５条第１項の規定は，この規則の

施行の日以後に申請を受理するものから適用し，同日前に受理したものについては，なお

従前の例による。

付 則（平成１７年２月２５日規則第３３号）

この規則は，平成１７年２月２８日から施行する。

付 則（平成１８年５月１日規則第４６号）

この規則は，公布の日から施行する。

付 則（平成１９年６月１日規則第５７号）

この規則は，平成１９年６月２０日から施行する。
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付 則（平成２０年１２月１日規則第８０号）

この規則は，平成２１年４月１日から施行する。

付 則（平成２３年１月１日規則第１号）

この規則は，平成２３年４月１日から施行する。

付 則（平成２５年１月１日規則第１号）

この規則は，平成２５年４月１日から施行する。

付 則（平成２７年３月３１日規則第２６号）

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，第６条第１項各号列記以外の部

分の改正規定は，平成２７年６月１日から施行する。

付 則（平成２８年６月１日規則第４４号）

（施行期日）

１ この規則は，平成２８年６月１日から施行する。

（経過措置）

２ 建築基準法施行規則等の一部を改正する省令（平成２８年国土交通省令第１０号）附則

第２条第４項の規定により読み替えて適用する同令第１条の規定による改正後の建築基

準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第６条第１項の規定により市長が定める報

告の時期は，平成３０年４月１日から平成３１年５月３１日までの間におけるこの規則に

よる改正後の津山市建築基準法施行細則第１４条第２項に規定する時期（同令第６条第１

項各号のいずれかに該当する場合においては，その直後の時期を除く。）とする。

３ この規則の施行の際，この規則による改正前の津山市建築基準法施行細則に定める様式

により作成された用紙のあるときは，この規則の規定にかかわらず，当分の間，所要の調

整をして使用することができる。

付 則（平成３０年３月２０日規則第１０号）

この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

付 則（平成３０年９月２５日規則第５６号）

この規則は，公布の日から施行する。

付 則（令和元年６月２５日規則第１９号）

この規則は，公布の日から施行する。
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様式第１号（第３条・第６条関係）

様式第２号（第３条関係・第７条関係）

様式第３号（第３条関係）

様式第４号（第４条関係）

様式第５号 削除

様式第６号（第６条・第７条関係）

様式第７号（第７条関係）

様式第７号の２（第７条関係）

様式第７号の３（第７条関係）

様式第８号から様式第１１号まで 削除

様式第１２号（第１１条関係）

様式第１３号（第１２条関係）

様式第１４号（第１２条関係）

様式第１５号（第１４条の２関係）

様式第１６号（第１４条の２関係）

様式第１７号（第１５条関係）

様式第１８号（第１５条関係）

様式第１９号（第１５条関係）

様式第２０号（第２１条関係）

様式第２１号（第２１条の２・第２１条の３関係）

様式第２２号（第２１条の２関係）

様式第２３号（第２１条の２関係）

様式第２４号（第２１条の３関係）


